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（単位：件）

２. 個人情報取扱事務の登録件数

※訂正、削除、目的外利用及び外部提供の中止の各請求並びに不服申立てはありませんでした。

（単位：件）

1. 開示請求の件数及び処理の状況

　より開かれた市政運営の実現に向け、市では情報公開制度の的確な運
用を図り、また、市が保有する個人情報については適正な管理をしてい
ます。平成24年４月１日から平成25年３月31日までの情報公開制度及び
個人情報保護制度の運用状況について、つぎのとおり公表します。 
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情報公開・個人情報保護条例の運用状況について情報公開・個人情報保護条例の運用状況について情報公開・個人情報保護条例の運用状況について

　１．開示請求の件数及び処理の状況

個 人 情 報 保 護

情 報 公 開

　情報公開とは、市が保有している情報（公文書）を知りたいと思うときに、請求に応じて公開（閲覧・写
しの交付）する制度です。情報公開制度では、市が保有する情報はすべて公開することを原則としています
が、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
　本市の情報公開制度は、どなたでも利用することができます。平成24年度の開示請求の件数及び処理の状
況は、つぎのとおりです。

　個人情報保護制度は、市が保有する個人の情報をその本人が見たり、誤りを訂正する権利などを保障した
ものです。平成24年度の開示請求の件数及び処理の状況と個人情報取扱事務の登録件数は、つぎのとおりで
す。

※不服申立てはありませんでした。
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